
令和５年９月２７日成田市規則第４６号 
 

成田市手数料条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則 

 

 成田市手数料条例の一部を改正する条例（令和５年条例第２号）附則第１項

第３号に掲げる規定の施行期日は，令和５年１０月２３日とする。 

 


